
広島市児童発達支援センター等利用者負担助成事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２１条の

５の３に規定する通所給付決定保護者（以下「通所給付決定保護者」という。）が同項の指定通

所支援（以下「指定通所支援」という。）を受けたときに負担すべき費用（以下「利用者負担」

という。）の一部の助成について必要な事項を定めるものとする。 

 （助成対象者の要件） 

第２条 この要綱による利用者負担の一部の助成（以下「利用者負担助成」という。）を受けるこ

とができる者（以下「助成対象者」」という。）は、法第２１条の５の２の「児童発達支援」、「医

療型児童発達支援」又は「居宅訪問型児童発達支援」を受ける通所給付決定保護者（小学校就

学前の利用にかかる通所給付決定保護者に限る。）で、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ 児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号。以下「施行令」という。）第２４条第１項第

１号又は同項第２号に掲げる者のうち、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と

同一の世帯に属する者に係る前年（指定通所支援のあった月が１月から６月までの場合にあ

っては、前々年）分の所得税の額（児童福祉法に基づく措置等の規則（昭和６２年３月３１

日広島市規則第３１号）の例により計算した所得税をいう。以下「所得税額」という。）の合

計額が４万１円以上７万円以下である者 

⑵ 施行令第２４条第１項第１号又は同項第２号に掲げる者のうち、所得税額の合計額が１万

５，００１円以上４万円以下である者 

⑶ 施行令第２４条第１項第１号又は同項第２号に掲げる者のうち、所得税額の合計額が１円

以上１万５，０００円以下である者 

⑷ 施行令第２４条第１項第１号又は同項第２号に掲げる者のうち、所得税額の合計額が０円

である者であって、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する

者に係る当該年度（指定通所支援のあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）

分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による所得割の額（同法附則第５条の４

第６項若しくは同法附則第５条の４の２第５項又はふるさと納税制度による同法第３１４条

の７の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）の合

計額が１円以上である者 

⑸ 施行令第２４条第１項第１号又は同項第２号に掲げる者のうち、所得税額の合計額が０円

である者であって、前号に掲げる者以外のもの 

第３条 削除 

 （助成要件及び助成額） 

第４条 利用者負担助成は、同一の月に受けた指定通所支援に係る利用者負担の額（法第２１条

の５の３に規定する通所特定費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下同じ。）

が助成額算定基準額を超える場合に行うものとし、利用者負担助成の額は、当該利用者負担の

額から助成額算定基準額を控除して得た額とする。 

 （助成額算定基準額） 



第５条 前条の助成額算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 ⑴ 第２条第１号に掲げる者 １万７，２００円 

 ⑵ 第２条第２号に掲げる者 １万３，０５０円 

 ⑶ 第２条第３号に掲げる者 ４，４５０円 

 ⑷ 第２条第４号に掲げる者 ２，０５０円 

 ⑸ 第２条第５号に掲げる者 １，２５０円 

 （助成対象者の認定の申請） 

第６条 利用者負担助成を受けようとする者は、あらかじめ、別に定める利用者負担額減免等申

請書により市長に申請するものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 ⑴ 第２条に規定する助成対象者の要件に該当することを証する書類 

 ⑵ 法第２１条の５の７に規定する通所受給者証（以下「受給者証」という。） 

 （助成対象者の認定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請をした者が第２条に規定する

助成対象者の要件に該当するか否かを確認し、その結果を別に定める決定通知書により当該申

請をした者に通知するとともに、助成対象者と認定した場合は、受給者証に助成対象者である

旨及び第５条の助成額算定基準額を記載して交付するものとする。 

 （助成対象者の認定の有効期間） 

第８条 助成対象者の認定の有効期間は、申請の日の属する月の翌月の初日（申請の日が月の初

日である場合にあっては、当該申請の日）から支給決定の有効期間の終了の日（支給決定の有

効期間の終了の日までの間に利用者負担上限月額の見直しを行う場合にあっては、当該見直し

の日の前日）までとする。 

２ 支給決定の申請と同時に第６条第１項の規定による申請を行った場合における助成対象者の

認定の有効期間の開始の日は、前項の規定にかかわらず、当該支給決定を行った日とする。 

３ 前２項の助成対象者の認定の有効期間は、第３条の利用者負担助成の実施期間を超えないも

のとする。 

４ 助成対象者の認定の有効期間の変更は、利用者負担上限月額の変更の例による。 

 （助成対象者の非該当の届出） 

第９条 助成対象者の認定を受けた者は、第２条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなっ

たときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 

 （助成対象者の認定の取消し） 

第１０条 助成対象者の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該

認定を取り消すことができる。 

 ⑴ この要綱に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の行為により利用者負担助成を受けたとき。 

 （受給者証の提示） 

第１１条 利用者負担助成を受けようとする助成対象者は、指定通所支援を受けるに当たっては、

「児童発達支援」又は「医療型児童発達支援」を実施する法第４３条に規定する「児童発達支



援センター」や法第２１条の５の１５に規定する「指定通所支援事業者」（以下「センター等」

という。）に受給者証を提示し、助成対象者である旨及び第５条の助成額算定基準額の確認を受

けなければならない。 

２ 前項の確認を行ったセンター等は、指定通所支援を提供した際は、受給者証の内容に基づき、

当該助成額算定基準額を当該助成対象者に係る利用者負担の上限月額とみなし、当該助成対象

者から利用者負担の額の支払を受けるものとする。 

 （助成の方法） 

第１２条 利用者負担助成は、指定通所支援を提供したセンター等に対し、第４条の規定に基づき

算定した利用者負担助成の額を支払うことにより行うものとする。ただし、法第２１条の５の

７第１１項の規定により障害児通所給付費が通所給付決定保護者に代わりセンター等に支払わ

れなかった場合は、助成対象者に対し、利用者負担助成の額を支払うことにより行うものとす

る。 

２ 前項本文の規定により利用者負担助成を受けようとするセンター等は、速やかに所定の請求

書を市長に提出するものとする。 

３ 第１項ただし書の規定により利用者負担助成を受けようとする者は、対象指定通所支援を提

供したセンター等から交付された領収証及びサービス提供証明書その他必要と認められる書類

を添えて、市長に申請するものとする。 

４ センター等は、第１項本文の規定により利用者負担助成の額の支払を受けた場合は、助成対

象者に当該助成対象者に係る利用者負担助成の額を通知しなければならない。 

 （高額障害児通所給付費の支給との適用関係） 

第１３条 利用者負担助成は、法第２１条の５の１２に規定する高額障害児通所給付費の支給に

優先して行うものとする。 

２ 前項の規定により利用者負担助成を受けた者に対する高額障害児通所給付費の支給について

は、利用者負担助成前の利用者負担の額から当該助成対象者に係る利用者負担助成の額を控除

して得た額が、なお著しく高額であると認められる者に対して行うものとする。 

 （生活保護移行防止措置との適用関係） 

第１４条 通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所

支援のあった月において生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要

保護者である者であって児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第２５条の３に

規定するものに係る施行令第２７条の２第１項又は同項第３号に規定する負担上限月額の算定

は、利用者負担助成を受ける前の状態について行うものとする。 

 （社会福祉法人軽減との適用関係） 

第１５条 「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について」

（平成１８年４月３日障発第０４０３００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

に基づく利用者負担の軽減が行われている場合において、第５条の助成額算定基準額が同通知

に規定する軽減措置対象額の基準となる額（以下この条において「社会福祉法人軽減算定基準

額」という。）よりも少ないときは、同条の規定にかかわらず、利用者負担助成の額は、当該社

会福祉法人軽減算定基準額から当該助成額算定基準額を控除して得た額とする。 

 （障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減との適用関係） 



第１６条 施行令第２４条第３号に規定する利用者負担の多子軽減による負担上限月額の算定は、

第２条の利用者負担助成を受ける前の状態について行うものとする。 

（利用者負担額等に係る管理） 

第１７条 センター等は、同一の月に２以上の指定通所支援を受けた助成対象者から利用者負担

額等の管理の依頼を受けたときは、指定通所支援ごとに当該助成対象者が同一の月に受けた指

定通所支援に要した費用（通所特定費用を除く。）の額から障害児通所給付費の額を控除した額

を算定し、その合計額（以下この条において「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなけ

ればならない。この場合において、利用者負担額等合計額が第５条の助成額算定基準額を超え

るときは、センター等は、当該指定通所支援の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市長

に報告するとともに、助成対象者に通知しなければならない。 

第１８条 センター等が前条の規定により利用者負担額等の管理を行った場合には、当該助成対

象者が当該同一の月に受けた指定通所支援に要した費用（通所特定費用を除く。）の額は、当該

額に１か月につき１５０単位（１単位の単価については、児童福祉法に基づく指定施設支援に

要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成１８年

厚生労働省告示第５６８号）の規定を準用する。）を加算した額とみなすものとする。 

２ 前項の加算は、児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準（平

成１８年厚生労働省告示第５５７号）に規定する利用者負担額等の管理に係る加算が行われる

場合は、行わない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１９条 利用者負担助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 （委任規定） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担助成に関し必要な事項は、健康福祉局長が

定める。 

 

    附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

ただし、第２条、第１１条の規定は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


